
2026 年度 運輸安全マネジメント 

明治ロジテック株式会社 

運輸安全マネジメントに係る情報の公開 

 （貨物自動車運送事業法 第二四条の三で定める輸送の安全にかかわる情報） 

 

●輸送の安全に関する基本的な方針 

 明治ロジテック株式会社は、協業各社と手をたずさえ「安全の確保」が最重要事項であることを強

く認識し、全社全部門を挙げて、「安全の確保」に努めます。 

安全の確保のための活動として、以下の事項に取り組みます。 

１、関係法令を順守すること、安全を最優先することを全社員に徹底します。 

２、安全に必要な作業手順を整備し、教育を実施します。 

３、常に安全に関わる情報を収集し、社内で共有します。 

 

●経営トップの責務 

１、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する 

２、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制整備の構築等の必要な措置を講じる 

３、PDCA のサイクルにより継続的な輸送の安全性の向上を図ること等、輸送の安全を確保する

為の業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善措置を講じる 

 

●輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況 

 

 

●自動車事故報告規則第 2 条に関する事故    2025 年度 0 件、2024 年度 0 件 

 

●輸送の安全を確保するために講じた重点施策（2025 年 抜粋） 

① 輸送の安全のための措置及び実施した教育・研修等 

１）外部機関による乗務員研修（２名）を実施した。 

２）事故惹起者に対し実車を使用した教習所による原点回帰講習（５名）を実施した。 

３）安全品質部員による添乗指導（２名）を実施した。 

 

 



 ② 輸送の安全に係る情報伝達体制等 

１）４月に緊急連絡体制図を更新し、全事業所に掲示した。 

２）交通事故、品質事故、車両故障及び冷凍機故障の状況を週報として事業所長に送付し、事故・

故障の内容及び注意事項を共有化することにより、事故や故障の防止と削減に取り組んだ。 

３）乗務員への注意啓蒙手段としてデジタルサイネージを使用し交通事故・品質事故・労働災害 

  に対し再発防止と削減を図った。 

 ③ 輸送の安全に係る内部監査等の実施 

１）定期的な安全内部監査（２事業所、設備関係を含む）を実施した。 

 

●輸送の安全を確保するための重点施策（2026 年度） 

１、関連法令・各種手順の教育と啓蒙 

２、輸送の安全に関する教育等を行うよう努める 

３、輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する 

４、拘束時間・連続運転の適正な管理と待機時間の把握 

５、重大事故・災害・人身事故の発生及び悪徳交通違反の取り締まり等を受けた場合の原因究明 

  及び再発防止 

６、輸送の安全に関する記録の管理と情報の公開を実施する 

７、確実な点呼の実施と業務記録の確実な記載 

８、定期的な拠点点検の実施 

９、異常災害時の対応 

 

●社内組織図 

以下資料の通り 

 

以 上 
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１． 関連法令・各種手順の教育と啓蒙

②安全品質部による添乗教育の実施
事故惹起乗務員を対象とする。

随時 ○

輸送の安全に関する教育等を行うよう努める

0件死亡事故（人身・労災）

0件

0件

0件

0件

0件

0件

加害交通事故

転覆・転落・火災・鉄道衝突

アルコール検知違反

薬物・過労起因事故

法定速度違反(社内規程）

労働災害（休業・不休業）

車両加害事故惹起時や重大トラブル発生時は本社安全品質部より各拠点管理者及び本社関係者へメール
発信を行い情報の早期共有化を図る。

③健康状態に基づいた安全管理

①安全品質部による拠点パトロール

随時

6月・12月

毎日

随時

③緊急連絡体制の定着
各署においては、緊急連絡網を常に最新版に整備・掲示し、トラブル発生時は関係箇所への速やかな情報
伝達を実施する。

②飲酒運転撲滅
社内規定に則った運用徹底と、違反検知時は当社対規則に則った対応をとる
適正飲酒意識向上に向けた活動の実施（ポスターの掲示）

②活動等の議事記録を作成し保存する 安全に関する活動を行った場合は、必ず記録し保存する（教育記録、議事記録、指導記録）

スマートウォッチを活用し乗務員ごとの眠気やヒヤリハット情報を取集・可視化.する。乗務員ごとに
注意喚起を実施する。

◯

◯

◯

◯

②災害訓練シミュレーションの実施

災害発生時の運行可否判断及び、荷主・関連部署との情報共有により協議を行う

現場の災害情報収集訓練を実施　　※運営推進部実施

台風時期・積雪時期
突発の災害は随時

9月・3月

①交通事故、労働災害発生時の再発防止策構築

◯

①異常災害時の行動、連絡体制の確立
9． 異常災害時の対応

8． 定期的な拠点点検の実施
当社車両が社内標準を順守して作業しているか拠点パトロールを実施する。 4月・6月・8月・9月・10月

5．

4． 拘束時間・連続運転の適正な管理と
待機時間の把握 ①デジタコ日報の確認及び管理表の作成保管

日々の運行において、管理者はMPViS運行日報から4時間連続運転や拘束時間15時間オーバーの違反情
報を適切に読み取り、もし発見された場合は当該乗務員へ指導を行うとともに、運行適正管理表によってそ
の理由を記録し、本社安全品質部と共有する

随時

③荷室からの転落防止策構築
空箱輸送において荷室最後尾から50ｃｍにラインを引き、それより後方で作業をしないようにする。
また荷物固縛時は作業台を使用し狭い足場での作業を無くす。

5月～

6．

7． 確実な点呼の実施と乗務記録の確実な記載
①点呼指示事項の統一

日々の点呼は確実に行う。本社からの統一指示事項を通達、点呼記録簿はアルコール記録結果とともに確
実に保存する

随時

輸送の安全に関する記録の管理と
情報の公開を実施する

事業所が主体となって交通事故や労働災害の内容分析を行って原因究明に努め、緊急会議等（事業所長
収集）において十分議論した上で再発防止策を立案し、全社として共有化を図る（交通事故報告書、労働災
害原因究明報告書の作成）

随時

4月・随時

①情報の公開を行う 毎年度輸送の安全に関する情報を掲示する。（輸送の安全に関する基本方針、目標、事故件数） 4月

重大事故・災害・人身事故の発生及び悪質交通違反
の取り締まり等を受けた場合の原因究明
及び再発防止

②安全指導員による事故惹起者のドライブレコーダー解析指導
ドライブレコーダー装着車両に関して、映像を事故惹起者と確認する。また、適正検査結果をもとに一緒に
事故原因の解析と再発防止策を思案し指導・実施する

輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内に
おいて必要な情報を伝達、共有する

過去の事故発生現場やヒヤリハット地点に近づいた際に音声で注意喚起を行う。 毎月

3． 各事業所で発生した事故・労働災害等の内容・対策を全従業員が共有できるよう、月報として社内に情報
発信し、現場においては掲示して周知を図る。

毎月

○

〇

◯

〇

○

〇

〇

〇

◯

5月・7月・8月・9月・11月
1月・2月

〇

○

実施予定表
実施時期

毎月 ○

○

①事故・災害件数等の掲示

②法定１２項目の教育

香里自動車学校、深谷
１１月⇒クレフィール

毎月

⑤従業員へデジタルサイネージを使用した啓蒙実施 安全品質部が作成または用意した啓蒙資料をデジタルサイネージを使用し啓蒙や注意喚起を行う。 随時 ◯

月に一度事業所内会議を開催し、ｸﾞﾙｰﾌﾟ内事故の原因と対策を全従業員が共有できるよう、月報として社
内に情報発信し、現場においては掲示して周知を図る。

毎月 ○

発生都度④車両加害事故や重大トラブル発生時の管理者共有

②安全衛生推進委員会、業務懇談会の実施

⑥デジタコ・スマートフォンを活用し危険地帯で音声による
　注意喚起を行う

実績累計

経営トップの責務

①「運転記録証明書（SDカード）」取得

輸送の安全に関する目標
明治ロジテック全体目標

③新人乗務員教育、新入社員教育
初任運転者に対する指導として、教育資料・手順書を元に、作業、運転に分け各事業所にて教育を実施す
る。拠点長の見極め後に単独乗務を開始する。また教育記録を残す。（新入社員・中堅社員安全講習会）

明治ロジテック株式会社は、協業各社と手をたずさえ「安全の確保」が最重要事
項であることを強く認識し、全社全部門を挙げて、「安全の確保」に努めます。
安全の確保のための活動として、以下の事項に取り組みます。

輸送の安全に関する基本的な方針

車両投資

○

採用時

（前年件数）

関係法令を順守すること、安全を最優先することを全社員に徹底します。

安全に必要な作業手順を整備し、教育を実施します。

常に安全に関わる情報を収集し、社内で共有し活用します。

輸送の安全を確保するための重点施策 活動項目

ロジポケを使用し動画にて教育を実施する。またその記録を保管する。（6.危険物はKYTに置き換える）

明治ロジテック株式会社　運輸安全マネジメント計画

④安全品質部・監査部合同監査
自車拠点に対し年1回　関係省庁への届出内容の確認、各種帳票確認、運行管理・整備管理・危険物等講
習受講状況、教育記録の確認を実施。

（2026年度）

具体的取組内容

目標件数

輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する

輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制整備の構築
等の必要な措置を講じる

ＰＤＣＡのサイクルにより継続的に輸送の安全性の向上を
図ること等、輸送の安全を確保するための業務の実施及
び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善
措置を講じる

③外部講習による乗務員教育

①KYT教育の継続実施

年１回、全乗務員の「運転記録証明書（SDカード）」を取り寄せ、それを基にした乗務員評価・褒賞を行う等、
日常からの安全運転を促す取組みを実施し記録を残す　　※人事部実施

乗務員に対し動画（ロジポケ）により毎月教育行う.。

○

…6台代替予定（単車4台・トラクタ1台・トレーラー1台）

…D-BOX  スマートウォッチ安全装置への投資

外部講習による指導を実施し、記録を残す。再雇用乗務員・適性化管理表頻発者の中で安全品質部が必
要と認めた乗務員を対象とする。

〇〇

〇 〇〇

〇

3月

〇

○

〇〇

◯

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○

○ ○
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